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土
地
に
闘
す
る
総
憐
政
策
は
、
他
の
生
産
一
安
索
に
闘
す
る
政
策
に
先
ん

b
て
、
腕
一
仁
大
古
ょ
ん

J

行
は
れ
大
る
所
仁
し
て
、
，
T

i

f
・
ス
法
典
の
如
を

ι、
土
地
の
分
担
に
闘
す
る
繍
々
の
規
定
を
設

け

t
b、
之
れ
古
代
仁
於
て
は
、
…
に
は
生
産
一
の
分
件
出
来
、
だ
援
連
せ
ホ
/
し
て
、
薬
自
然
カ
に
待
つ
港

町
多
か
I

り
し
か
ば
、
特
に
土
地
を
曾
宣
す
る
の
結
果
之
し
て
、
之
に
闘
ず
る
様
々
の
問
題
を
生

b

た
る
な
る
可
け
れ
ど
号
、
亦
以
て
土
地
が
濁
占
的
性
貨
を
有
す
る
に
依
ら
が
ん
ば
あ
ら
な
る
な

b
、
邸
一
は
も
資
本
持
カ
の
分
担
単
一
は
、
共
需
…
要
仁
惚

b
て
、
識
は
新
党
に
産
出
し
、
戒
以
外
閥
よ
ム
ツ
務
入

し
て
、
之
を
増
加
す
る
事
を
得
可
営
号
、
土
地
の
面
積
拡
之
を
増
加
す
る
に
由
な
け
れ
ば
な
1

り]然

る
に
只
に
古
代
に
於
て
の
み
な
ら
歩
、
近
世
代
に
一
全
i
h
ノ
て
此
舗
の
問
題
が
盆
々
戚
ん
に
研
究
活

る
h

は
何
故
な

b
や
と
云
ふ
に
、
之
れ
亦
土
地
の
濁
占
的
性
質
よ

po
束
、
党
る
唱
の
に
し
て
、
人
口
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f

・

の
増
加
と
衣
ル
刊
の
援
態
と
は
慾
問
地
』
の
熔
加
を
来
，
bι

し
、
之
れ
を
櫛
花
崎
、
。
ん
が
郊
め
仁
川
料
生
産
の

大
な
る
婚
加
を
必
v

要
と
し
、
叉
此
増
加
を
費
削
似
せ
ん
と
欲
せ
ば
土
地
の
需
要
を
地
加
吃
旬
、
口
ゐ
可

か
ら
か
}
る
仁
笠
る
な
2

り
、
然
る
仁
土
地
の
供
給
培
加
は
、
成
以
山
林
を
田
畑
正
な
し
、
回
知
子
弔
地

6合

、、

と
な
す
rmmv
、
薬
用
絵
の
銭
瓦
v
L

よ
J

り
て
生
産
力
を
増
加
し
て
、
之
を
行
ふ
が
如
さ
惑
な
を
仁
し
唱

あ
ら
-W，r

と
附
慨
も
、
共
阿
殺
は
之
れ
&
増
加
す
る
事
を
得
念
る
が
故
仁
、
総
仁
此
靖
加
せ
る
街
裂
に

勝、
V
J
る
事
能
は
や
/
し
て
、
地
代
地
‘
位
、
紙
袋
々
騰
貴
し
、
英
所
有
者
は
鼓
仁
術
山
的
地
位
を
利
用
し

て
、
此
利
A

祉
を
鋲
断
ず
る
仁
至
る
な
よ
リ
。

3
れ
ば
霊
長
感
振
の
出
現
以
来
、
八

ン
リ

i

ジ
ョ
ー
ジ
を
総
て
近
世
に
去
る
路
、
減
は
土
地

の
み
仁
課
税
し
て
閤
裂
を
文
排
す
可
し
と
な
し
、
或
は
土
地
を
凶
有
と
し
て
、
英
不
常
増
債
を
閥

民
一
般
の
利
ム
批
の
斜
め
仁
紛
殺
す
一
吋
し
と
一
五
ふ
が
如
き
謬
訟
を
稀
滋
せ
る
者
少
な
か
ら
な
ん
ノ

し
が
、
近
京
地
代
地
債
の
燃
費
拡
続
々
恭
勢
を
抑
制
ふ
し
、
且
.
つ
都
市
の
畿
総
と
此
ハ
仁
、
此
現
象
以
此

階
拠
仁
於
て
最
弘
毅
し
か
A
ツ
し
か
ば
、
今
や
従
来
の
年
税
賦
課
の
如
色
、
土
地
闘
布
の
如
を
桜
総
〆
な

83 

る
慰
輸
を
拾
て
、
総
能
な
る
折
衷
主
義
を
米

b
て
、
着
々
賀
行
の
方
面
仁
歩
を
滋
ひ
る
仁
琵
れ
J

り、

而
し
て
・
本
論
文
の
趣
旨
は
、
ふ
l
!

八
世
紀
以
来
の
陸
出
品
川
い
籾
て
ふ
摘
さ
、
近
京
の
施
設
、
併
ぴ
に
之
れ
が

最
近
の
、
土
地
所
宥
法
敬
民
運
動

O
五
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法
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東

運

動

根
娘
を
な
せ
る
感
者
の
所
設
を
紹
介
し
、
併
は
せ
十
・

4
4
れ

が

資

効

を

錦

織

せ

ん

と

欲

す

る

な

69

Z建省1

悼事担::ff

J

i

ト
ピ
ヅ
グ
の
思
認
は
、
十
九
世
紀
の
後
学
に
至
。
て
は
盆
々
減
少
し
、
へ
ル

J
J設
は

此

様

大

計

設

の

殿

を

な

す

唱

の

と

ご

可

し

、

彼

は

共

著

自

由

閥

(

吋

わ

い

ヰ

一

一

て
町

41
念
大
る

7
2
3ん
と
欲
し
、
議
所
に
生
産
組
合
を
作

b
て
、
土
地
以
此
日
仏
合
に
町
い
儲

て

地

代

は

ま

m

組
合
の
所
有
に
備
し
て
、
組
合
員
ゐ
髄
の
利
認
の

3
に
消
費

u
l
A〈
、
而

し
て
人
々
ま
憾
侍
己
九

'
J
R一す

JH.
合
こ

H

，

J

J

J

6

4

す

7
1
合
i
t
方
入
ず
る
事
を
得
る
刃
も
の
に
し
て
、
好
毛
な
る

t
a

ハ

ー

す

る

組

合

は

加

入

2
2
2ぎ
が
故
仁
、
共
利
袋
一
は
随
て
多
多
帆
数
者
君
削
閥
阿
に
ハ
分
分
?
マ
a

札[官[¥UU
、らり;ふ(ト』川リ

r5立

』

1

I

F
仁

L£
均

戸
EkAd仕協陪
問
3を乞‘

け
非
利
.
加
加
に
秘
処
刑
臥
せ
ん
よ
」
欲
し
、
同
志
の

2
2
g顧
み
や
ヘ
籾
漁
に
於
て
一
h
m
r
j
雲

市

れ

を

十

銭
し
、
之
を
以
て
一
九

O
四

年

移

民

を

照

非

利

加

に

蕊
F

り
し
号
、
誌
も
に
解
散
ゎ
ト
態

.U

十
七

.‘ I . 

・ t

‘a ‘ 
・‘ J‘・， ι 、

ハ

}

〉

8
5
0向
。
吋
出
。
昆
品

e
t

一λ
四

五

年

ペ

ス

ト

之

、

、

、

-

L
、
社
命
主
義
の
隣
府
た
り
、
新
聞
記
者
、
ハ
は
い
レ
パ
ド
バ
ト
バ
ゾ
ィ

1
ν

の
大
梅
干
に
て
抑
制
叩
立
を
術
-
宛

ナ
、
商
業
伯
尚
一
幣
交
泌
等
に
測
す
る
地

2
2
L、府

L
て

其

最

5
7つ
ァ

レ

ヅ

セ

の

鐙

静

岡

仰

を

g

な

る

告

の

は

日

八

九

O
年

殺

行

の

自

由

憾

に

し

て

、

亦

短

絞

小

説

自

由

岡

松

行

総

の

著

あ

り

、

此
の
如
を
急
治
的
の
計
議
は
、
へ

1
y
y
カ
の
失
敗
以
来
其
跡
を
絡
も
セ
れ
ど
も
、
共
後
叉
頗
ゐ

着
賞
仁
、
且
づ
小
規
模
を
以
て
此
れ
い
L

類
似
対
る
計
章
、
を
賀
行
せ
ん

t、
せ
る
者
は
プ
一
ブ

y

y

オ
ヅ
ペ

Y

A

イ
マ
!
な
よ
り
、
彼
一
政
拓
殖
合
枇
(
臼
包
色
gmmmgoωω
向日

ngmど
を
趨
と
し
て
、
一
小
町
村

を
作
る
に
足
る
可
き
土
地
を
購
入
し
、
之
に
移
民
し
て
土
地
A

ど
貸
鼠
ハ
し
、
業
借
地
秘
拡
之
れ
・
十
一
樹
氏

民
謡
波
相
綴
ず
る
事
を
許
せ
ど
号
、
土
地
の
私
有
は
之
を
許

3
ホ
ヘ
之
じ
依

b
て
現
今
の
土
地
所

、‘“τ

有
制
よ

t
p
生
、
ポ
ノ
る
極
々
の
鉢
容
を
除
か
ん
と
勉
日
旬
、
蹴
仁
一
九

O
五
年
一
大
合
枇
を
設
立
し
℃
、

若
々
此
計
叢
を
賀
行
し
つ
h
B

あ
ん
，

此
の
如
き
急
治
的
主
践
を
有
す
る
者
は
、
オ
ヅ
ベ
ン
ハ
イ
マ
ー
を
除
〈
の
外
は
、
多
く
は
資
本

を
ゆ
も
併
は
せ
て
お
有
に
せ
ん
と
ず
る
枇
食
主
義
者
に
し
て
、
現
在
の
枇
食
組
織
を
根
底
よ

b
滋

3
ん
と
す
る
者
な
れ
ど
も
、
現
仇
濁
英
濠
洲
容
に
於
て
行
は
る
t
E

土
地
所
有
絵
改
良
運
動
は
、
之

れ
じ
反
し
て
現
今
の
個
人
的
恥
合
組
織
を
維
持
し
、
只
一
土
地
よ
1
9
生
歩
る
利
盆
の
み

J

を
日
常
布
に

せ
ん
と
す
る
、
頗
る
資
際
的
の
傾
向
を
有
す
る
刃
も
の
な

b

85 

制
側
消
却
に
於
て
此
栂
の
懇
動
を
な
す
も
の
は
、
ダ
マ

γ

ケ
を
合
長
に
頂
く
濁
池
土
地
所
有
謀
説

最

近

の

土

地

断

有

法

改

良

漣

・

勅

.官
、・句‘・

、

4具



， ， 

86 

最
低
の
土
地
所
有
鵠
敬
¥
町
内
部
紛

良
舎
な

tu
と
す

一一一
O
八

. 

• 
a

‘‘
a
 

，e曹'
.‘
 『.

ゐ

ι

‘.
 

.
 
羽• 

八
日
〉
充
事
土
地
所
有
制
の
改
.
誌
を
目
的
と
す
る
曾
A
W

の

主

な

る

患

の

ニ

あ

り

J
M
H
皆

師

P
3
8
h
a
m宮
g
g
h

の
続
出
ゆ
ず
る

m

K

L
て
、
彼
は
熱
病
術
宛
の
結
果
、
現
今
の
土
地
所
有
制
の
紋
肢
が
、
総
て
悶
民
の
総
出
献

花

容

を

及

ぼ

ず

患

の

な

る

と

と

を

続

見

L
て
、
鈴
心
に
其
改
良
を
主
凝

L

J

Y
リ

1

N

V

ヨ

!

併

を

総

説

し

て

土

地

悶

有

倫

を

採

れ

り

、

所

L

て

一

八

八

O
年

り

o
a
g
v
o
g
n品
目
的
苦
奇
想

ζ

L
た

れ

ど

6
J
八

八
八
年
を
以
て
倒
札
、
来
同
年
K
7
4
0
Y
H
S
尽

を

飽

ζ

し

た

れ

ど

母

二

八

九

一

一

年

其

死

E
共
に
倒
的
紗
比
り

第
一
一
の
舎
は
前
掛
川
河
マ

ν
ケ

の

率

ゆ

る

曾

の

前

身

に

L
て

二

八

八

八

年

良

区
H
N
O
何
回
常
的
o
z
v
g
Q宮市
F
l
v
の

創

立

に

係

あ

り

o
a
g
v
B
M
g九
円
出
月
凶

o凸
g
z同
。
吋
尽
な
り
、
彼
は
パ

l

ヂ
シ
滋
の
州
制
紋
所
主
な
り

L
が
、
後
之
を
株

式
合
祉
と
な
し
て
以
来
、
専
ち
・
著
述
に
従
事
し
、
土
地
の
於
有
を
主
張
ず
、
放
に
廿
内
総

mm
多

少

切

ugユ
0
3ロ

花

瓶

似

ず

る

nw
の
渇
り
と
一
流
ふ
可
き
ね
刷
、
丸
事
〕
八
対

O
年

以

来

エ

坊

主

同

氏
HH
号
}
H
P
0
0
8
新
た
に
命
日
、
長

の
臓
に
就
(
や
、
多
少
州
立
際
的
方
耐
に
議
カ
ず
る
に
去
り

L
が
二
八
九
六
年
九
広
O
H匂

V
M
M
g
g
v
E
Q
g帆
l
〉

合
長
と
な
る
や
出
口
見
合
g
oげ
な

凶

o
h
g
z皆
目
立
と
改
名

L
、

立

つ

籾

叙

在

改

底

上

て

大

に

州

政

際

的

方

聞

に

励

む
る
区
一
金
札

p
d怖
は

搬

入

の

子

h
u
p
J初
め

勝

校

放

飾

に

し

ー

て

新

聞

記

者

た

り

L
が
、
後
故
潟
ち
前
掲

の
曾
の
指
摘
綿
花
織
力

L
、
比
総
の
問
.
惣
に
側
ず
る
著
述
多

L

今
〆
マ
ジ
ケ
の
市
庄
仁
係
る
土
地
所
有
法
改
良
舎
の
綱
領
宏
患
や
れ
ば
注
の
如
し

、
、;.1 .'・.‘・
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一
、
不
動
産
信
用
を
後
鶴
仁
す
る
事

ニ
、
恐
謀
、
を
容
す
る
が
如
を
自
然
力
の
使
用
及
び
組
側
占
事
業
に
反
掛
ず
る
事

三
、
会
有
地
の
維
持
及
ぴ
披
採
に
議
カ
す
る
事

凶
、
宮
市
・
ム
地
の
投
機
的
使
用
を
祭
h
v
、
及
ば
風
穏
健
康
を
害
す
る
が
如
を
家
屋
の
建
築
に
反
野

'
 

a' 

ず
る
事

一
号

、

J
 

五
、
宅
地
所
有
者
の
申
出
で
た
る
寅
資
債
格
を
標
準
tf~

し
て
之
れ
仁
地
組
を
賦
剥
脱
す
る
事

但
し
地
方
闘
機
は
此
償
絡
に
て
資
上
向
、
る
の
織
を
保
留
す
る
事

六
、
会
共
闘
機
の
出
費
に
依

b
て
(
例
へ
ば
電
車
橋
梁
の
建
設
の
如
党
)
地
僚
の
総
貸
し
花
ゐ

時
は
、
地
主
は
相
燃
の
費
用
配
貧
携
す
る
事

七
、
土
地
競
資
の
場
合
に
は
共
民
公
園
慨
は
悩
入
に
先
だ
ち
て
質
上
十
る
継
あ
る
事

八
、
会
共
闘
髄
は
其
所
有
地
を
側
人
に
貸
付
し
、
H
A

つ
借
地
人
を
し
て
投
機
行
然
4

ど
な

3
し

め
合
る
事

九
、
鶏
一
築
職
工
を
保
護
す
る
事

，:，;. 

十
、
建
築
舎
就
が
必
有
地
を
借
I

り
て
趨
嘗
な
る
住
宅
を
建
つ
る
時
は
、
勉
め
て
之
れ
に
便
宜

を
典
ふ
る
事
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右
仁
描
げ
柁
る
十
筒
依
中
、
事
質
上
約
字
数
は
市
街
宅
地
・
に
閥
る
唱
の
仁
し
て
、
他
は
緋
川
及
ぺ

ぴ
宅
地
に
共
滋
な
る
ほ
の
な
か
、
而
し
て
此
識
の
政
策
は
、
叉
鷲
応
部
舎
に
於
て
最
も
よ
く
行
は

L

最
ι

況

の

土

地

所

有

法

改

良

混

紡

i

一コ

O
九
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最

廷

の

土

地

所

一

帯

法

改

良

連

防

れ
つ
、
あ
る
な

b
、
之
れ
都
合
ド
於
て
は
土
地
私
荷
の
勢
審
議
が
も
著
し
く
し
て
、
増
一
償
淡
牧
の
絵

地
?
と
、
且
つ
支
部
一
市
の
支
出
中
土
木
衛
生
数
・

2
2苦
闘
は
越
か
に
増
加
し
、
之
が
文
恥

ご

O

の
財
源
を
求
む
る
仁
念
な
る
の
結
果
ほ
、
叉
土
地
の
不
蛍
増
債
な
淡
牧
し
て
之
れ
に
蛍
て
ん
と

す
る
の
傾
向
を
生
性
る
な
t
り

薬
淡
収
の
方
絵
仁
澄
-e

り
て
は
、
土
地
所
布
鉄
改
良
舎
は
、
必
か
/
し
宅
土
地
の
ぬ
有
を
主
威
す
る

N

も
の
仁
あ
ら
ホ

J

、
允
"
も
ダ
一・r¥ 

γ 

ケ壮一
v

は
資
本
は
勢
力
の
結
脱
水
な
る
が
放
に
ト
之
れ
が
報
酬
合
私
有

す
る
拡
妨
げ
か
』
れ
共
、
土
地
は
自
然
の
血
ハ
ふ
る
所
な
る
が
放
に
、
地
代
を
私
有
m

ず
る
は
不
可
な
よ
り

t
の
設
を
恭
・
・
ヂ
る
断
に
於
て
は
、
へ

ン

リ

!

v 

ヨ

ジ
と
異
な
ら
公
れ
共
、
共
之
を
淡
政
ず
る

手
段
に
手
一
'
り
て
は
闘
有
を
避
け
て
専
ら
淑
税
に
よ

b
て
慾
行
せ
ん
正
し
、
日
一
つ
土
地
の
不
設
備
州

倒
の
如
を
は
騰
・
米
の
分
の
み
を
必
有
に
叫
ん
l
L
欲
す
る
な
1

り

m僚
の

今
-
先
ご
仰
の
絢
倣
仁
基
づ
き
て
都
合
仁
行
一
千
?
政
策
に
つ
き
て
詳
説
せ
ん
か
、
土
地
不
営

一
部
を
資
質
仁
際
し
て
筏
牧
せ
ん
と
す
る
増
俊
稔
仁
付
て
は
、
本
紙
上
段
に
城
訟
教
授

• 
‘
 

• ‘・
J、

の
紛
女
宏
掲
載
し
食
れ
ば
之
LP-

略
し
ぶ
-
℃
一
地
所
有
者
の
中
山
で
た
る
賀
川
良
債
格
を
制
服
飾
中
と
し
て

比
一
宇
佐
課
ず
る
が
恥
却
を
は
一
綱
領
一
点
)
投
機
の
妨
止
に
大
効
ゐ

-
b
E
A
ふ
可
し
、
印
一
は
も
場
末
の
い
上

3
4‘
 

‘a‘・L、

地
の
如
A
W
L

以
賃
貸
債
格
低
を
に
も
約
け
い
ら
み
榊
ノ
、
投
機
変
質
の
結
果

ιし
て
変
良
債
格
は
総
貸
す

可
な
が
故
に
、
此
方
叫
院
を
以
て
課
税
す
れ
ば
、
不
自
然
な
る
此
際
貨
を
防
?
の
結
果
を
生
中
y
可
し
、

‘ ・1

. 
、h‘ e

3
れ
ば
吋
αげ
吋
の
報
・
一
VJ

る
所
仁
よ
れ
ば
、
伯
林
の
近
郊
V

パ

y

ダ
ウ
に
於
て
は
従
来
賃
貸
償
格
に

、‘・. • 

よ
1

り
て
、
九
十
五
ぬ
克
を
納
税
し
た
ふ
者
が
、
資
川
氏
側
関
将
に
よ
ー
り
て

一
高
凶
千
花
町
克
を
、
叉
ド
)t. 

ム
シ
ド
仁
於
て
は
以
前
の
一
一
一
馬
克
仁
封
し
て

一
千
鳥
克
を
納
め
大
る
の
草
食
あ
I

り
と
一
流
ふ
、
此

. 

の
如
を
は
我
東
京
市
の
山
の
手
惑
に
於
て

G
M成
見
ゐ
現
象
に
し
て
、
呉
市
丸
山
良
債
格
が
絵
定
地
般

の
百
倍
に
上
れ
る
所
少
わ
ら
や
'
と
一
五
ふ
に
浸
食

b
℃
以
、
市
街
信
地
償
修
正
の
必
一
安
全
威
令
ノ
ゐ

事
、
口
ハ
々
外
側
闘
の
大
都
舎
の
み
'
に
あ
ら
会
る
な
ら
、
仰
r
l

土
地
所
有
法
改
良
論
者
の
ふ
・
1

一
般
に
依
れ

ば
此
地
慣
は
毎
年
叉
は
数
年
毎
仁
政
)
止
す
可
を
も
の
に
し
て
、
役
一
ゃ
を
維
持
す
る
と
共
に
欣
入

一
一
慰
雨
得
の
策
な
t
リ
と
し
て
、
此
課
税
訟
を
採
用
せ
る
町
村
静
岡
の
み
に
て
伐
に

を
地
加
す
る

百
五
一
ふ
ー
を
郊
逃
せ
I

り
I
r
L

云
ふ

各
有
地
の
維
持
及
び
披
張
の
'
却
を
は
、
都
市
、
に
於
て
月
以

6
必
要
ー
し
す
ゐ
所
に
し
て
、
都
市
の
膨

阪
は
活
家
の
大
勢
な
る
が
放
に
、
子
尽
く
近
郊
を
質
上
げ
て
投
機
的
の
資
川
氏
叉
は
総
築
s
k
防
庁
、
¥

89 

且
つ
此
の
会
有
地
上
に
世
襲
的
借
地
継
の
設
定
を
許
ず
に
於
て
は
、
叉
よ
く
私
人
の
利
議
会
傷
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、
救
抵
の
土
地
所
宥
総
敬
混
述
、
納

け

-vー
し
て
砂
採
bq-

増
治
す
る
の
効
あ
る
可
し
と
し
〈
、
有
数
の
格
的
mv
者
、
デ
}
ム
よ

i
テ
ル

γ
y
、

品
ル
ト
マ

Y

等
の
如
を
は
皆
之
れ
仁
詩
成
し
、
且
つ
資
際
各
所
に
於
て
公
安
行
念
日
ル
つ
、
あ
ん
、

;' 、

‘司"‘句 W吋.
-・ー内

、_-'
..... 
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叉
英
建
築
を
行
ふ
に
蛍
文
よ
ソ
て
M
W

寄
宿
合
的
の
長
尽
を
縫
け
、
税
関
仁
於
け
る
が
如
く
…

β
に

一
家
枚
の
住
ず
ふ
が
如
を
山
刀
法
と
な
し
、
日
一
つ
之
れ
に
小
庭
闘
を
約
す
る
に
於
〈
紋
(
所
湖
一
間
関

伊』. 

都
市
)
其
符
生
に
貢
献
す
る
事
大
な
る
可
し
之
し
て
、
隣
国
者
側
に
於
て
之
を
主
張
す
る
者
多
く
、
先

年
設
閥
仁
来
遊
せ
る
ハ

ル
レ
!
ハ
一
細
菌
事
者
プ
レ
ン
ケ
ル
の
如
を
亦
共
熱
必
な
る
一
人
な
'h
、

。

加
之
な
ら
ホ
/
叉
改
良
，
舎
は
私
盆
の
み
を
目
的
ご
せ
念
る
建
築
命
日
一
枇
あ
ん
、
借
家
人
の
利
裁
を
笈

ん

b
て
感
銘
し
、
且
つ
年
賦
叉
は
月
賦
挑
仁
て
家

mm
を
借
家
人
に
資
機
す
が
'
知
念
方
除
去
採
る

臨鏑割E

者
あ
ら
ば
、
勉
め
て
之
れ
に
便
宜
古
典
ふ
可
き
事
を
主
張
し
、
叉
之
士
官
行
、
し
つ
、
ち
あ
る
都
市
少

F
t
h

、J

、ノ

4-

プ
'e
占

M
p
u
v
J
J
q〆

建
築
州
労
働
者
の
保
識
は
初
治
に
特
有
な
る
所
仁
し
て
、
放
滑
な
る
地
主
は
非
常
な
ゐ
高
債
を

、ν 、¥・，'，・

以
て
土
地
を
名
義
上
無
資
産
者
に
資
汲
し
、
共
、
買
掛
代
金
に
刻
一
し
て
之
を
抵
営
ー
し
な
す
、
附
し
て

比
資
受
人
は
建
築
一
来
者
に
依
籾
じ
て
栄

mm
、
土
凝
集
し
-
其
竣
工
す
る
に
反
ん
で
、
貿
士
・
一
一
は
山
口
同
舗
な

る
資
掛
代
金
に
野
仁
て
土
地

ι家
屋
?
と
を
差
抑
ゆ
み

ρ
故
に
、
建
築
業
者
以
共
資
銀
之
材
料
と

に
謝
し
て
、
依
頼
者
よ
t

り
代
金
を
得
ん
と
す
る
毛
、
業
無
費
者
な
る
が
矯
め
に
、
会
然
之
を
失
は
合

る
を
得
含
る
の
恋
怒
じ
灘
、
ふ
事
あ
ι
り
、
3
れ
ば
土
地
所
宥
法
改
良
舎
は
英
防
止
b
t
約
鋲
の

‘、‘

加
ヘ
食
る
な
よ
り

加
之
な
ら
み
y
土
地
信
用
を
会
畿
と
し
、
高
利
貸
が
践
属
し
て
樹
氏
の
金
憾
仁
溺
す
可
雪
地
代

を
利
子
と
し
て
淡
牧
ず
る
の
不
泌
を
防
が
ん
と
す
る
が
如
山
口
時
、
b
J
u

地
耕
地
仁
共
混
ず
る
方
拡

に
し
て
、
共
他
村
有
地
は
勉
め
て
之
宮
保
存
し
、
数
百
京
滋
病
院
総
善
の
技
用
の
如
き
は
、
之
に
依

1
9
て
文
鰍
併
せ
ん
と
の
主
張
は
、
頗
る
蛍
を
得
た
る
も
の
に
し
て
、
我
闘
の
模
範
村
が
殆
ん
ど
村
税

唱跡

を
徴
牧
せ
含
る
は
、
皆
大
な
る
村
有
地
を
有
し
、
業
所
得
を
以
て
支
腕
ふ
が
錦
め
な
る
事
か
も
納
期
総

せ
、
ほ
、
又
一
泊
嘗
な
る
村
恭
と
し
て
承
認
す
可
を
も
の
な

6
、
業
他
土
地
競
資
の
際
仁
個
人
仁
先
だ

も
て
質
上
ゃ
る
の
椛
を
認
む
る
は
お
有
地
披
張
の
方
法
仁
し
て
、
特
に
其
効
用
宏
云
々
す
る
の

要
を
見
歩

認

土
地
所
有
怯
の
改
良
を
主
張
す
る
者
が

局

gMVV3円

2
3
3
の
名
を
得
、
北
る
は
、
彼
等
の
中
広
土

地
問
中
枕
を
主
張
す
み
者
あ

b
tい
る
が
鴻
め
、
設
農
採
の
凶
則
論
と

最

近
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地

所

有
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改

駕

路

湖

一
一
致
す
る
者
一
ー
に
し
て
、
此
穏
を
受
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曳

二
四

d
y

弓

1
d
v
は
之
を
捌
き
、
近
来
の
患
者
紙
敢
て
此
の

如
九
百
主
張
を
有
す
る
者
に
p

め
ら
も
C

る
が
故
仁
、
比
信
号
L

人
予
議
む
ず
〉
設

5

5

(

j

・4
白

J
Z
者

U
方
程
誌
〆
ν
鮒
却
な
な
台
は
、
子
、
初
て
お
ザ
ホ
小

p、 v ・ヘ ー可‘、.

の
代
表
的
唱
者
中
此
改
良
諭
を
採
と
者
は
ザ
グ
ナ

l
、
ビ
ュ

i

ヒ
ヤ
!
、
プ
レ

l

f
等
な

b
J
"
すノ

(
尤
母
プ
レ

i
Mに
は
職
業
的
感
者
仁
は
あ
、
ち
も
C

れ
共
、
英
著
述
少
な
か
ら
み
併
ノ
)

骨ι 、

ゲ
グ
ナ
!
は
此
舎
の
名
春
合
員
に
し
て
、
官
て
総
合
の
報
告
者
之
な
ー
ゥ
允
ソ
心
事
等
ゐ
191誕
地
刊

絞
際
原
論
仁
於
〈
土
地
私
有
制
の
伽
許
容
を
指
摘
せ
る
は
、
人
の
皆
知
る
所
仁
し
て
い
英
樹
税
論
に

於
て
以
組
税
を
以
て
凶
民
の
取
得
宏
恐
卒
仁
分
間
ず
る
手
段
と
し
て
使
用
せ
ん
と
す
ふ
窓
口
ル

を
有
す
る
者
仁
し
て
租
税
に
依
F

り
て
地
代
佐
波
牧
せ
ん
と
す
る
土
地
所
有
格
改
良
治
活
の
意

白‘

見
に
は
多
少
の
阿
慨
を
表
し
特
に
天
然
の
宮
孤
を
有
ず
る
土
地
郎
、
ね
十
わ
鱗
山
の
'
加
を
は
、
防
有

な
ら

?ω
可
か
ち
-V
ヘ
然
れ
並
ハ
日
英
一
間
難
な
る
は
、
此
の
如
く
に
し
て

4
小
川
利
己
必
を
滋
部
せ
し
め
ー

得
る
や
に
ふ
れ
と
号
、
之
れ
只
困
難
T
C

一
お
ふ
の
み
に
し
て
、
敢
て
不
可
能
に
あ
ら
か
ノ
ー
し
な
せ

b
、叉

ピ
コ
!
と
ヤ
}
の
如
き
以
別
公
有
地
制
度
研
究
者
の
オ

i
y
ザ
テ
ィ

i
仁
し
て
、
件
付
て
同
舎
の
席

上
仁
て
償
訴
し
、
此
制
度
以
ゼ
ル
マ
シ
凶
行
務
停
来
の
観
念
仁
・
じ
て
、
此
の
如
を
土
地
あ
る
地
方
に

於
て
以
貧
民
失
職
者
等
一
少
な
く
、
叉
貧
富
の
懸
隔
減
、
甚
だ
し
か
ち
ゃ
ヘ
特
に
風
儀
は
圧
し
く
住
民

、.
‘司、 d ・

F 町 、 ，

皆
愉
快
な
る
郷
土
的
税
念
を
有
す
と
て
、
土
地
所
有
路
改
良
論
の
一
方
阿
仁
は
多
大
な
る
同
情

を
表
せ
よ
ツ
、
叉
前
令
長
プ
レ

l

ゼ
の
如
な
は
、
同

b
く
土
地
投
有
論
を
主
張
し
、
税
今
の
不
平
以
総

て
之
仁
依
t
ツ
て
解
決
し
得
可
し
之
一
再
ふ
が
如
を
、
必
有
制
世
間
能
論
を
採
れ
t
久
然
れ
共
級
端
な
る

会
有
制
の
賀
行
は
殆
ん
ど
不
可
能
に

，
て
、
近
来
の
波
動
以
後
有
制
4

ど
推
薦
す
と
雌
張
、
寧
v
ハ
ピ

ュ
!
と
ヤ
!
の
主
張
の
如
く
村
有
地
を
増
加
す
る
か
訴
は
場
米
の
地
を
買
上
?
る
仁
勉
め
、
叉

地
代
の
波
状
dυ

グ
グ
ナ
ー
の
読
の
如
く
主
止
し
て
秘
税
に
依
る
の
方
針
を
撚
-
A
ヘ
羽
仁
ダ

γ
γ

ケ
の
如
を
号
、
寧
ろ
私
有
制
の
下
に
於
て
、
制
関
税
に
依
t
h
/

て
其
目
的
&
建
せ
ん
止
す
る
の
意
見
を

傑
ぬ
c
、
車
税
総
閥
有
説
等
は
、
殆
ん
ど
泊
代
両
日
に
之
を
主
張
す
る
者
な
き
に
事
…
れ
』
り

閤

就
に
述
べ
党
る
が
如
く
、
土
地
所
有
法
改
良
論
者
以
、
主
と
し
て
波
枕
仁
よ

b
て
地
代
を
淡
牧

せ
ん
t
f
し
す
る
者
な
れ
共
、
之
れ
果
し
て
よ
く
安
行
し
得
可
を
や
は
、
終

b
に
臨
ん
モ
試
験
せ
才
る

可
か
ら
'
p
v
b

重
要
問
腐
な
t
ッ
、
此
の
如
-mG

秘
枕
は
負
強
ず
可
か
己
表
よ
1

り
徴
集
す
る
前
枕
な
れ
ど

港
、
硲
税
の
帥
抑
制
怖
必
ホ
J

し
宅
不
可
能
に
あ
ら
や
，
J

、
郎
ー
は
丸
抑
制
税
の
特
放
の
如
な
り
準
一
党
勢
カ
問
題

9H 

な
る
が
故
仁
、
土
地
の
需
要
J

多
く
し
て
地
主
の
地
位
強
大
な
る
に
於
て
は
)
彼
此
此
獅
占
的
地
位

}一一一五

最

近

の

土

地

所

ht
骨
法
改
.
弘
運
動
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最

抵

の

土

地

所

有

淀

川

'

敬

京

辺

助

…

一

一

円

余

配
利
用
し
て
組
税
丈
け
地
代
を
高
め
以
て
事
賃
上
借
地
人
を
し
て
地
純
を
文
挑
ら
は
し
り
る

事
な
し

E
一
お
ふ
可
か
ら
・
ヂ
、
然
れ
共
都
市
以
一
方
に
於
〈
地
組
&
賦
保
す
る
と
共
に
他
方
に
於

て
は
、
戒
は
近
郊
の
買
上
仁
よ

b
、
成
綜
一
段
閤
付
家
践
の
建
築
に
よ
可
、
戒
は
交
遇
機
関
の
設
備
に

. .‘ ，、
、

.一.寸‘巴

.岨一 、
" 一

よ
』
り
て
、
住
民
を
近
郊
に
散
布
し
-
繁
昌
地
需
要
の
減
少
仁
勉
む
る
が
故
仁
、
寧
ろ
糊
嫁
を
議
関
難

な
ら
し
日
々
、
以
て
地
代
、
協
議
々
市
の
金
庫
仁
滅
入
ず
る
の
傾
向
注
生
安
、
可
し
、
民
一
.
つ
市
政
の
腐
敗

‘ . 

以
静
人
の
燦
々
耳
に
す
ゐ
所
な
る
が
故
仁
、
市
布
地
を
滋
皮
に
獄
議
し
、
業
符
加
を
市
附
仰
の
役
員

に
一
芸
す
る

Y

H

K
ざ
ま
、
H
H
'

邸

主

二

甘

凶

¥

」

'
7
・
ロ
妥
Z
4
K
M

，去

t
低
俗

f
u
v
t
ハ

な
る
所
に
し
て
、
設
税
制
は
純
球
上
日
多
少
遺
憾
の
紡

あ
t

り
と
唱
、
変
際
・
に
於
て
綜
大
γ
ト
抗
日
聴
い
ド
僚
ず
る
沙
も
の
と
一
流
ふ
可
し

以
上
外
側
の
施
設
い
と
態
統
と
を
制
納
付
て
立
一
一
一
江
成
効
な
試
験
し
た
れ

t
弟
、
之
れ
決
し
て
外
側

の
…
例
と
し
て
湖
岸
の
火
災
刷
す
可
を
も
の
仁
ゐ
ら
み
が
ノ
、
・
即
時
弘
我
附
仁
於
て
り
都
市
問
題
拡

、、〆 ¥、・ヘ

未
、
だ
議
論
の
中
必
と
な
ち
な
れ
共
、
近
来
…
誕
の
文
山
山
、
ね
一
頓
仁
般
加
し
、
市
債
の
増
加
の
'
知
念
昨
年

皮
ド
ト
於
て
は
貴
仁
殺
く
可
内
法
"
も
の
あ

ιり
北
1

り
と
す
u

れ
ば
、
英
牧
入
増
加
策
の
熱
必
な
る
研
究
川
町

日

午

腕

制

約

乙

κ

る
¥
喝
を
問
題
な
る
が
故
に
、
海
外
仁
此
策
み
る
事
を
市
民
の
脳
裏
に
日
刻
す
る
は
、
wA日

-

、

可

J

1
i
d
v
e
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仲
次
商
人
の
投
機
取
引
は
往
々
に
し
て
炭
恨
の
騰
貨
を
抑

制
し
、
万
〈
'
怠
(
低
絡
を
招
致
す
る
乙
と
あ
る
を
以
て
、
資
際

の
結
果
宜
し
を
を
得
歩
。
結
局
現
行
制
度
の
施
行
を
凡
ゐ

一に一宇一れ‘・
0
0
而
し
て
此
制
皮
に
於
て
も
、
石
炭
の
尚
良
債
が

一
賃
銀
、
宮
決
定
ず
る
一
袋
・
案
文
る
は
勿
論
な
れ
ど
号
、
共
決
定

一
は
製
げ
て
之
宮
仲
裁
局
、
(
の

3
nロ
U
氏。口
M
W
O
R
仏
)
仁
詩
し
、

一
仲
裁
局
以
粉
炭
の
代
償
、
電
寅
賀
市
、
止
・
ー
ト
底
授
の
崎
明
額
等
制
洲

一
殺
の
事
情
を
参
酌
し
て
、
決
定
の
材
料
に
充
つ
。

W
し
て

一
昨
年
十
一
万
来
日
満
了
し
大
る
案
誠
一
約
仁
於
て
は
、
袋

一
鍬
の
最
高
並
に
最
低
限
皮
宏
定
は
句
、
最
低
限
度
拡
千
八
百

…
お
十
九
年
の
標
準
卒
よ
ら
三
割
以
上
1

最
高
限
度
以
向
上

一
郎
准
・
卒
よ

b
六
初
以
上
仁
、
之
宮
波
注
文
J

り
。
絞
し
賃
銀

一
の
文
挑
拡
石
炭
の
生
産
に
於
て
、
最
大
の
失
授
I
F
鋳
る
も

一
の
な
ん
ノ

O

間
よ
t
り
禁
制
令
は
地
方
の
欣
況
に
依
ム
ソ
、
叉
商

…
娘
一
主
の
緩
勤
仁
川
依
て
関
誌
な
る
所
な
な
ぜ
乞
径
r
t
w肌唱、，…間

一
ウ
品
、
i

ル
ス
仁
於
て
は
i

資
銀
低
浴
の
場
合
に
お
割
乃
去

一
レ
七
割
五
分
、
賃
銀
上
滋
の
場
合
に
¥
レ
心
的
五
分
乃
歪
八
則
的

一
一
八
万
に
め
阿
る
o

防
/
に
賃
銀
協
約
仁
於
て
、
千
八
百
必
十
九

年
ー
の
標
準
卒
ょ
ん
ム
ニ
割
以
上
仁
資
銀
の
最
低
限
度
を
能
く

，、

弘‘
-
N
'
F
1
2
f
m
g
A
P
F
r
A
f
f
r
i
-
-
'
9培

法
一
舛
結
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炉
事
信
事
正
勃
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ス
ウ
エ
ー
ル
λ
炭
・
械
の
賃
銀
協
約

英
閥
均
問
ウ
!
工
ル
λ
・
山
伏
般
に
於
て
、
千
九
百
四
年
十
二

月
五
箇
年
を
期
限
t
し
し
て
締
結
せ
ら
れ
北
る
賃
銀
協
約
け
い

昨
年
十
二
月
を
以
て
期
限
術
了
し
、
今
や
常
一
初
の
規
約
に

娘
ん
¥
本
年
一
一
一
月
、
ま
で
知
期
施
行
せ
ら
る
ャ
の
み
。
同
月

末
日
設
で
何
等
議
規
約
に
代
る
新
協
約
の
成
虫
を
見
吋
心
一
円

を
は
、
般
人
の
品
開
期
ず
る
所
な
る
が
、
此
協
約
は
其
路
行

中
坑
夫
の
賃
銀
炭
俄
共
他
に
如
何
な
る
影
響
k
反
ぼ
し
な

る
か
。
市
ウ
品
、
l

ル
ス
の
炭
破
に
於
て
は
、
千
八
一
白
レ
七
十

五
年
金
マ
平
'
路
焚
銀
泌
行
此
れ
、
炭
僚
と
資
銀
之
の
問
仁

均
衡
を
保
た
し
ひ
る
矯
め
、
石
炭
の
絞
出
俊
絡
&
椋
準
・
ド

充
て

k
lッ
O

表
…
山
よ
I

り
見
れ
ば
、
此
制
皮
は
却
がd

に
漉
ぴ

大
る
が
如
く
な
れ
ど
号
、
ヵ
ー
ヂ
プ
石
炭
市
場
に
於
け
る

" 

雑

修、

一
日
し
も


